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Ⅱ　家内労働に関する施策の概要 

家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るために、都道府県労働局や労働基準監督署、
その他国の機関では、次のような施策を行っています。

１　委託条件を明確にするための家内労働手帳の交付の徹底

２　工賃の通貨払、全額払、１か月以内払などの工賃支払の確保

３　工賃の改善を図るための最低工賃の決定および周知

４　危険または有害な業務に従事する家内労働者の安全および衛生の確保

５　特定の危険または有害な業務に従事する家内労働者の労災保険特別加入の促進

６　「インチキ内職」の被害防止

７　所得税の計算における必要経費の特例

１　家内労働手帳の交付の徹底について
家内労働手帳は、委託条件を文書で明確にし、委託者・家内労働者間の無用の紛争を防止する
など、家内労働者の権利を保護するための基本となるものです。
このため、適正な家内労働手帳が確実に家内労働者に交付され、しかも継続的に使用されるよ
う監督指導などを行うとともに、取り扱いやすく工夫された「伝票式家内労働手帳のモデル様式」
（５～６ページ参照）を示して、家内労働手帳の交付の徹底に努めています。

２　工賃支払の確保などについて　
家内労働者は、工賃で生計を立てたり、工賃を生活の補助とするために仕事をしていますので、
工賃が不払になったり、遅払になったり、また、突然仕事を打ち切られたりすると、生活に困る
ことになります。
このため、工賃の支払いの確保を図るために監督指導を実施するとともに、委託の打切りにつ
いては、早期にその予告を行うよう指導を行っています。

３　最低工賃の決定について　
最低工賃は、工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため、厚生労働大臣または都道 
府県労働局長が審議会の意見を尊重して決定することになっており、その額は、最低工賃を決定 
しようとする地域内において、その家内労働者と同一または類似の業務に従事する労働者に適用 
される最低賃金との均衡を考慮して、物品の一定単位ごとに決定することとなっています。
令和７年８月31日現在、92件の最低工賃が決定されています。
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業種別最低工賃決定状況（令和７年８月31日現在92件）

業　　　　　種 決定件数（件）
繊維工業 織物 3

衣服、その他の繊維製品製造業
ニット製造 3
既製洋服など 34
和服・その他 13

紙・紙加工品製造業 4
金属製品製造業 3

電気機械器具等製造業 電気機械器具、情報通信機械器具、
電子部品・デバイス、機械器具など 25

その他 7
合　　　　　計 92

都道府県別最低工賃決定状況一覧（令和7年8月31日現在92件）

件　　　　　　　　名
北海道和服裁縫業
青森県和服裁縫業
青森県男子・婦人既製服製造業
青森県電気機械器具製造業
岩手県既製洋服製造業
岩手県電気機械器具製造業
宮城県男子服・婦人服製造業
宮城県電気機械器具製造業
秋田県通信機器用部分品製造業
秋田県男子服・婦人服・子供服製造業
山形県男子・婦人既製服製造業
福島県横編ニット製造業
福島県電気機械器具、情報通信機械器具、
電子部品・デバイス製造業
福島県外衣・シャツ製造業
茨城県男子既製洋服製造業
茨城県電気機械器具製造業
茨城県婦人・子供既製服製造業
栃木県電気機械器具製造業
栃木県衣服製造業
群馬県横編ニット製造業
群馬県婦人服製造業
群馬県電気機械器具製造業
埼玉県紙加工品製造業

件　　　　　　　　名
埼玉県足袋製造業
埼玉県縫製業
埼玉県電気機械器具製造業
埼玉県革靴製造業
千葉県婦人既製洋服製造業
東京都電気機械器具製造業
東京都革靴製造業
東京都婦人既製洋服製造業
神奈川県紙加工品製造業
神奈川県スカーフ・ハンカチーフ製造業
神奈川県電気機械器具製造業
新潟県男子・婦人既製洋服製造業
新潟県横編ニット製造業
新潟県作業工具製造業
新潟県洋食器・器物製造業
富山県電気機械器具製造業
富山県ファスナー加工業
福井県衣服製造業
福井県眼鏡製造業
山梨県貴金属製品製造業
山梨県電気機械器具製造業
山梨県婦人服製造業
長野県外衣・シャツ製造業
長野県電気機械器具製造業
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件　　　　　　　　名
岐阜県男子既製洋服製造業
岐阜県婦人服製造業
岐阜県陶磁器上絵付業
静岡県車両電気配線装置製造業
愛知県車両電気配線装置製造業
三重県車両電気配線装置製造業
滋賀県下着・補整着製造業
京都府紙加工品製造業
京都府丹後地区絹織物業
大阪府男子既製洋服製造業
兵庫県綿・スフ織物業
兵庫県靴下製造業
兵庫県但馬地区絹・人絹・毛織物業
兵庫県釣針製造業
兵庫県電気機械器具製造業
奈良県靴下製造業
鳥取県男子服・婦人服製造業
鳥取県和服裁縫業
島根県外衣・シャツ製造業
島根県電気機械器具製造業
島根県和服裁縫業
岡山県車両電気配線装置製造業
広島県既製服縫製業

件　　　　　　　　名
広島県和服裁縫業
広島県毛筆・画筆製造業
広島県電気機械器具製造業
徳島県縫製業（下着・ハンカチーフ製造業）
香川県手袋・ソックスカバー製造業
愛媛県タオル製造業
高知県繊維産業
高知県衛生用紙製造業
福岡県男子服製造業
福岡県婦人服製造業
佐賀県婦人既製服製造業
長崎県男子既製洋服製造業
長崎県婦人既製洋服製造業
熊本県和服裁縫業
熊本県縫製業
熊本県電気機械器具製造業
大分県電気機械器具製造業
大分県衣服製造業
宮崎県男子既製洋服製造業
宮崎県内燃機関電装品製造業
鹿児島県電気機械器具製造業
沖縄県縫製業



24

	 労災保険特別加入対象
特別加入できるのは、年間を通じ常態として次の危険有害作業に従事する家内労働者等です。

◦　プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤またはフライス盤を使用して
行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布または紙の加工の作業

◦　金属製洋食器、刃物、バルブまたはコックの製造または加工に関する次のいずれかの作業
①研削盤やバフ盤を使用して行う研削または研まの作業
②�溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ、焼きもどしの作業

◦　有機溶剤、有機溶剤含有物または特別有機溶剤等を使用して行う作業のうち、以下のいず
れかの製品の製造または加工に関するもの
①履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ、ミット（化学物質製、皮製、布製のものに限る） 
②木製または合成樹脂製の漆器 

◦　陶磁器の製造に関する作業のうち、以下のいずれかに当たるもの 
①粉じん作業
②鉛化合物を含有する釉薬を使用して行う施釉の作業
③鉛化合物を含有する絵具を使用して行う絵付けの作業
④施釉、絵付けを行ったものの焼成の作業

◦　動力により駆動する合糸機、撚糸機または織機を使用して行う作業
◦　木工機械を使用して行う作業のうち、以下のいずれかの製品の製造または加工に関するもの

①仏壇
②木製または竹製の食器

４　安全及び衛生の確保について
家内労働者が使用する機械器具や原材料の中には、危険または有害なものがあり、しかも多く
の場合、作業は家内労働者の自宅で行われています。そのため、いったん仕事による災害が発生
すると被害は家族にまで及び、きわめて悲惨な結果を招くことになります。
このような災害を防止するため、プレス機械、有機溶剤などを使用する危険または有害な業務
に従事する家内労働者が多い地域を中心に、委託者、家内労働者および補助者に対して、必要な
遵守事項などについて周知徹底を図るとともに、監督指導を行っています。
また、委託者、家内労働者それぞれが業務の危険性や有害性について認識を持ち、自ら災害防
止に努めることが重要ですので、広報活動などを通じて災害の防止意識の高揚を図っています。

5　労災保険特別加入制度について
業務上の負傷や疾病の発生するおそれの多い特定の作業に従事する家内労働者や補助者（以下

「家内労働者等」という。）については、その作業の実態からみて一般の労働者に準じて保護する
ことが適当と認められることから、労災保険に特別加入できるようになっています。
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	 給付基礎日額
労災保険の給付額を算定する基礎となる給付基礎日額は、特別加入者の希望に基づき、都道
府県労働局長が承認した額となります。
その額は、2,000円、2,500円、3,000円、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、
9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、
25,000円となっています（※2,000円、2,500円、3,000円は家内労働者のみに認められています）。
給付基礎日額として希望する額は、特別加入者の実際の工賃収入額などの所得水準に見合っ
た額としてください。

	 保険料
保険料は家内労働者等の団体が納付します。その保険料は特別加入者各人の給付基礎日額に
応じて定められている「保険料算定基礎額」に、特別加入者各人の従事するそれぞれの作業に
該当する保険料率を乗じた額の合計額となります（次ページ参照）。

	 特別加入時健康診断
家内労働者等で特別加入を希望し、下表に掲げる業務を行う予定者であって、かつ、当該業
務にそれぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入を行う際に特別加入健康
診断を受ける必要があります。
この診断の結果、有害物による中毒などのため療養に専念しなければならないと認められる
場合には、従事する業務にかかわらず特別加入はできません。
また、その業務からの転換が必要と認められる場合には、その業務に係る特別加入はできま
せん。

特別加入予定者の業務の種類 特別加入前に左記の業務に従事した期間
（通算期間）

１ 粉じん作業を行う業務 3　　　年　以　上
２ 振動工具使用の業務 1　　　年　以　上
３ 鉛業務 6　か　月　以　上
４ 有機溶剤業務 6　か　月　以　上

	 加入手続
特別加入を希望する場合は、特別加入団体に申し込んでください（特別加入の手続きは、特
別加入団体が行います）。
新たに特別加入団体を作る場合には、「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署長を経由
して都道府県労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
なお、保険期間は承認日の属する保険年度の末日までですが、毎年更新していくことができ
ます。
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保険料率表（令和7年度）

作業内容 特別加入保険料率

プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤またはフライス盤
を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布または紙の加工の作業 14／1000

金属製洋食器、刃物、バルブまたはコックの製造または加工に関する次のいず
れかの作業　
・研削盤やバフ盤を使用して行う研削または研まの作業　
・溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ、焼きもどしの作業

14／1000

有機溶剤、有機溶剤含有物または特別有機溶剤等を使用して行う作業のうち、
以下のいずれかの製品の製造または加工に関するもの
・�履物、鞄、袋物、服装用べルト、グラブ、ミット（化学物質製、皮製、布製
のものに限る）　
・木製または合成樹脂製の漆器

5／1000

陶磁器の製造に関する作業のうち、以下のいずれかに当たるもの
・粉じん作業　
・鉛化合物を含有する釉薬を使用して行う施釉の作業　
・鉛化合物を含有する絵具を使用して行う絵付けの作業
・施釉、絵付けを行ったものの焼成の作業

17／1000

動力により駆動する合糸機、撚糸機または織機を使用して行う作業 3／1000

木工機械を使用して行う作業のうち、以下のいずれかの製品の製造または加工
に関するもの
・仏壇
・木製または竹製の食器

18／1000

	 保険給付および特別支給金
家内労働者等が、その作業場において、特別加入申請書の「業務又は作業の内容」欄に記載した作業

中に、または作業場に隣接した場所において、家内労働に関する材料、加工品などの積み込み、積み下ろ
しおよび運搬作業中に被った災害について、保険給付を行います。したがって、自宅と作業場との間、また
は自宅や作業場と委託者の事務所との間の往復行為中に被った災害には保険給付を行いません。
なお、令和２年９月１日以降、複数の作業場で就業している場合もしくは複数の特別加入をしている場合は、
複数の作業を要因とする負傷や病気等についても、保険給付が行われるようになりました。

（１）　保険給付
① 療養補償給付（複数事業労働者療養給付）
家内労働者等が作業を原因とする負傷や病気により療養を必要とする場合には、労災病院や労災

保険指定医療機関などで無料で療養を受けられます。そのほかの医療機関で療養を受けた場合には、
療養に要した費用が支給されます。
複数の作業場で就業している場合もしくは複数の特別加入をしている場合は、複数の作業を要因と

する負傷や病気により療養を必要とする場合にも、同様に無料の療養または療養に要した費用が支給
されます。
② 休業補償給付（複数事業労働者休業給付）
家内労働者等が業務上の負傷または病気による療養のため仕事をすることができずに休業した場合、

休業してから４日目以降、休業１日につき給付基礎日額の60％に相当する額が支給されます。
複数の作業場で就業している場合もしくは複数の特別加入をしている場合は、複数の作業を要因と

する負傷または病気による療養のため仕事をすることができずに休業した場合にも、休業してから４日目
以降、休業１日につき給付基礎日額の60％に相当する額が支給されます。
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③ 障害補償給付（複数事業労働者障害給付）
家内労働者等の業務上の負傷や病気が治った後に、身体に一定の障害（後遺症）が残った場合

には、その障害の程度に応じて、年金（給付基礎日額の131〜313日分）または 一時金（給付基礎
日額の56〜503日分）が支給されます。
複数の作業場で就業している場合もしくは複数の特別加入をしている場合は、複数の作業を要因と

する負傷や病気が治った後に、身体に一定の障害（後遺症）が残った場合にも、その障害の程度に
応じて、年金（給付基礎日額の131〜313日分）または一時金（給付基礎日額の56〜503日分）が
支給されます。
④ 傷病補償年金（複数事業労働者傷病年金）
業務上の負傷や病気が療養開始後１年６か月を経過しても治らず、その傷病による障害の状態が傷

病等級に該当する場合には、障害の程度に応じ年金（給付基礎日額の245〜313日分）が支給されます。
複数の作業場で就業している場合もしくは複数の特別加入をしている場合は、複数の作業を要因と

する負傷や病気が療養開始後１年６か月を経過しても治らず、その傷病による障害の状態が傷病等級
に該当する場合にも、障害の程度に応じ年金（給付基礎日額の245〜313日分）が支給されます。
⑤ 遺族補償給付（複数事業労働者遺族給付）
家内労働者等が業務上の理由により死亡した場合には、その遺族に対して年金（遺族の人数に応

じて給付基礎日額の153〜245日分）が支給され、年金を受けることのできる遺族のいないときは、一
時金（給付基礎日額の1,000日分）が支給されます。
複数の作業場で就業している場合もしくは複数の特別加入をしている場合は、複数の作業を要因と

する理由により死亡した場合にも、その遺族に対して年金（遺族の人数に応じて給付基礎日額の153
〜245日分）が支給され、年金を受けることのできる遺族のいないときは、一時金（給付基礎日額の1,000
日分）が支給されます。
⑥ 葬祭料（複数事業労働者葬祭給付）
業務上死亡した家内労働者等の葬祭を行う者に対して315,000円に給付基礎日額の30日分を加え

た額または給付基礎日額の60日分の額のいずれか高い方が支給されます。
複数の作業場で就業している場合もしくは複数の特別加入をしており、複数の作業を要因とする理

由により死亡した家内労働者等の葬祭を行う者に対して315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
または給付基礎日額の60日分の額のいずれか高い方が支給されます。
⑦ 介護補償給付（複数事業労働者介護給付）
家内労働者等が業務上の事由により負傷し、または病気になり、障害補償年金（複数事業労働者

障害年金）または傷病補償年金（複数事業労働者傷病年金）の一定の障害が残ったために介護を
受けている場合には、その介護の状態に応じて支給されます。
複数の作業場で就業している場合もしくは複数の特別加入をしている場合は、複数の作業を要因と

する理由により負傷し、または病気になり、一定の障害が残ったために介護を受けている場合には、そ
の介護の状態に応じて支給されます。

（２）　特別支給金
① 休業特別支給金
家内労働者等が業務上の負傷または病気による療養のため仕事をすることができずに休業した場合、

休業してから４日目以降、休業１日につき給付基礎日額の20％に相当する額が休業補償給付に併せて
支給されます。
② 障害特別支給金
家内労働者等の業務上の負傷や病気が治った後に、身体に一定の障害（後遺症）が残った場合

には、その障害の程度に応じ一時金（８〜342万円）が障害補償給付に併せて支給されます。
③ 遺族特別支給金
家内労働者等の業務上の事由による死亡の当時、遺族補償給付を受ける権利を有する遺族に対し遺

族特別支給金（一時金）として300万円（遺族補償給付を受けることができる者が２人以上ある場合は
それぞれ300万円をその人数で除して得た額）が支給されます。
④ 傷病特別支給金
家内労働者等が、業務上の負傷や病気が療養開始後１年６か月を経過しても治らず、その傷病によ

る障害の程度が傷病等級に該当する場合には、その障害の程度に応じ一時金（100〜114万円）が
傷病補償年金に併せて支給されます。
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６　いわゆる「インチキ内職」の被害防止について　
内職希望者の中には、高収入の仕事があるという広告に誘われて、さまざまな名目で高い金額
を支払わされる一方、仕事の内容や収入については約束と違うという被害にあう例があります。

いわゆる「インチキ内職」には、次のようなものがあります。 

（１）内職講習会と称して多額の受講料などを取り、委託した仕事についてはさまざまな条件
をつけて買いたたいたり、仕上り具合を問題にして買い上げを拒否する。

（２）相当の工賃収入が得られると宣伝し、高額の機械を市価の倍額くらいで売りつける。工
賃の取り決めはあいまい。

（３）登録料を払って会員になれば仕事を紹介すると宣伝しているが、仕事は全く紹介せず、
登録料の返還を要求しても応じない。

（４）仕事の発注が安定的にあるような宣伝をしているが、実際は、仕事先の開拓や、それに
必要な費用も負担させ、報酬も歩合制で支払う。

また、最近では、パソコンなどを使って、自宅で簡単にできる内職という宣伝をしながら、実
際は高額な教材を売りつけられた上、仕事ももらえないといった、情報通信機器を使った内職に
絡むトラブルも多発しています。
これらのいわゆる「インチキ内職」については、その実態からみて家内労働法の適用がある場
合には、委託状況届の提出、家内労働手帳の交付、工賃の支払いなど委託者としての義務が課せ
られることになるので、家内労働法に定められた事項の遵守について厳重な監督指導を行うこと
としています。
また、これまで問題となった例では、主として誇大広告に問題があることが多いので、内職希
望者が誇大広告に惑わされないよう関係機関との連携により注意喚起に努めています。
しかし、このような「インチキ内職」の被害を防ぐためには、内職希望者自身の注意が何より
も肝心です。誰にでもできる簡単な仕事で高収入が得られるというような「うまい話」は、普通
あり得ません。
仕事を始めるときは、少なくとも次のことに注意して慎重に対処することが必要です。

（１）高額な収入が得られるなど「うまい話」に惑わされないこと。
簡単な仕事で、高収入が得られるとは考えにくい。また、業者のいうように仕事を紹介

してくれる保証はないので、納得ができるまで十分に説明を求めて確認し、本当に自分に
できる仕事かどうか冷静に判断した上で、結論を出すこと。

（２）収入などの委託条件を十分に確認し、内容は契約書などの書面でもらうこと。
（３）信用できる業者かどうか十分検討すること。

例えば、高額な商品を購入させるなど事前にお金を支払わせる業者、安易に高収入を約
束する業者、強引な勧誘をする業者、契約や支払いを急がせる業者、納得できる説明をし
ない業者などには特に注意すること。
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７　所得税の計算における必要経費の特例について　
所得税の計算において、事業所得または雑所得（公的年金等に係るものを除きます。以下同じ
です。）の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになって
いますが、家内労働者については、必要経費として65万円まで認める特例があります。

（１）家内労働者の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額
実際にかかった経費の額が65万円未満のときでも、所得金額の計算上必要経費が65万円ま
で認められます。

（２）家内労働者に事業所得および雑所得の両方の所得がある場合の控除額
事業所得および雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、上記（１）
と同様に必要経費が合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった
経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。

（３）家内労働による所得のほか、給与の収入金額がある場合
・給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
・給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与に係る給与所得控除額を差し
引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費の合計額とを比べて高い方がその事
業所得や雑所得の必要経費になります。

詳しくは国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm）をご覧いただくか、
国税相談専用ダイヤル（0570-00-5901）におたずねください。

税制改正について

　令和７年度税制改正において、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例が
改正され、令和７（2025）年分の所得税の確定申告から、必要経費に算入する
金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。


